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船橋市教育委員会会議９月定例会会議録 

 

１．日  時  令和５年９月２２日（金） 

開 会  午後 ２時００分 

閉 会  午後 ２時１６分 

 

２．場  所  教育委員室 

 

３．出席委員  教  育  長 松 本    淳 

教育長職務代理者 鳥 海  正 明 

委     員 小 島  千 鶴 

委     員 蓮 池  政 貴 

 

４．出席職員  教育次長 村 田  真 二 

        管理部長 牟 田  重 実 

学校教育部長 日 高  祐一郎 

生涯学習部長 三 澤  史 子 

教育総務課長 田 島  正 則 

学務課長 野 木  英 表 

指導課長 茂 木  義 久 

保健体育課長 吉 田  浩 一 

総合教育センター所長 太 田  由 紀 

教育支援室長 神 田  順 子 

西図書館長 柴 山  和香子 

郷土資料館長 金 子    俊 

青少年センター所長補佐       倉 前  喜 一 

 

５．議 題 

第１ 前回会議録の承認 

第２ 議決事項 

   議案第３５号 令和５年度船橋市教育功労表彰について 

   議案第３６号 令和６年度船橋市立船橋特別支援学校高等部入学者選考要項につ

いて 

第３ 報告事項 

（１） 「一宮ふれあいキャンプ」について 

（２） 令和５年度船橋市中学校演劇部夏の発表会の結果について 
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（３） 令和５年度音楽コンクールの結果について 

（４） 第４２回船橋市中学校英語発表会の結果について 

（５） 総体駅伝について 

（６） 令和５年度夏季研修報告 

（７） 西図書館ギャラリー展示「幻想生物からの招待状」及び関連講座・ワークショ 

    ップ「幻想生物を描こう！」 

（８） １万年前の船橋にタイムトリップ～取掛西貝塚の企画展を開催 市内唯一の国 

    史跡を身近に～ 

（９） その他 

 

６．議事の内容 

【教育長】 

 ただいまから教育委員会会議９月定例会を開会いたします。 

 本日の教育委員会会議の開催に当たり、朝倉委員が所用により欠席との連絡がござい

ましたのでご報告いたします。 

 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第３項の規定によりまして、

教育長及び在任委員の過半数が出席しておりますので、本日の会議は成立するものとい

たします。 

 はじめに、会議録の承認につきましてお諮りいたします。 

 ８月４日に開催いたしました教育委員会会議８月臨時会と８月２８日に開催しました

教育委員会会議８月定例会の会議録をお手元にお配りしてございますが、よろしければ

承認したいと思いますが、異議ございませんでしょうか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めますので、当該会議録につきまして承認いたします。 

 本日の会議の開催に当たりまして、会議を傍聴したい旨、２名の方より申出がござい

ました。 

 傍聴人を入場させてください。 

 

（傍聴人入室） 

 

【教育長】 

 傍聴人の方にお願いがございます。 
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 お渡しいたしました傍聴券の裏面に記載されております傍聴人の遵守事項について守

っていただき、傍聴されるようお願いいたします。遵守いただけない場合には、退室を

お願いする場合もございますので、よろしくご協力ください。 

 それでは、議事に入りますが、本日の案件は、議案第３５号と議案第３６号の議案２

件、報告事項（１）から（９）の報告事項９件です。 

 議案第３５号につきましては、船橋市教育委員会会議規則第１２条第１項第１号に該

当しますので、非公開としたいと思います。 

 また、当該議案につきましては、傍聴人及び関係職員以外の職員にはご退席願います

ことから、同規則第７条に基づき、議事日程の順序を変更することとし、報告事項（９）

の後に繰り下げたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めますので、そのようにいたします。 

 それでは、はじめに、議案第３６号について、総合教育センター、説明願います。 

 教育支援室長。 

 

【教育支援室長】 

 本冊５ページをご覧ください。 

 議案第３６号「令和６年度船橋市立船橋特別支援学校高等部入学者選考要項について」

ご説明いたします。 

 船橋市立特別支援学校管理規則第２２条の高等部に入学する生徒の募集及び入学者の

選抜の方法について必要な事項は、教育委員会が別に定めることになっており、船橋市

教育委員会組織規則第３条第１４号に基づきまして、議決いただくものでございます。 

 選考要項につきましては、６ページ、７ページにございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

【教育長】 

 ただいま説明がございましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、議案第３６号「令和６年度船橋市立船橋特別支援学校高等部入学者選考要

項について」を採決いたします。 

 ご異議ございませんか。 
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【各委員】 

 異議なし。 

 

【教育長】 

 異議なしと認めます。 

 議案第３６号については、原案どおり可決いたしました。 

 続きまして、報告事項に入ります。 

 報告事項（１）について、青少年センター報告願います。 

 青少年センター所長補佐。 

 

【青少年センター所長補佐】 

 報告事項（１）「一宮ふれあいキャンプ」について報告いたします。 

 資料は１７ページでございます。 

 ８月２４日から８月２６日までの２泊３日、不登校及び不登校傾向の児童生徒を対象

とした宿泊キャンプを一宮少年自然の家にて行いました。 

 本年度の参加人数は児童生徒１２名、保護者２名でした。また、学生アシスタント１

４名、青少年センターを含む教育委員会の職員１１名が引率しました。 

 総合教育センターやサポートルーム、青少年センターなどの関係機関に関わって参加

した児童生徒は８名です。関係機関に関わっていない学校からの参加者は今回４名でし

た。 

 今後も参加に向けてのきっかけとなるよう、キャンプの様子を撮影した画像等を学校

に配布するなど、事前の周知に力を入れていきたいと思います。 

 アシスタントの大学生は、今年度も貴重な協力者であり、欠かすことのできない存在

でした。将来は教員志望や子どもに関わる仕事を志望している学生で、児童生徒に寄り

添い若者らしいコミュニケーション能力を発揮していました。 

 普段、家でゲームに熱中している子や人との関わりが苦手な子も、この３日間は規則

的で健康的な生活を過ごし、レクリエーションやスイカ割り、飯ごう炊さんなどの場面

では、満面の笑顔で楽しむ姿を見ることができました。 

 参加した児童生徒にとって、アシスタントの大学生や班の仲間との交流は、改めて自

分を見つめ直す良い機会になったことと思います。 

 ９月８日に予定していた「ふりかえりの会」は台風接近に伴い、昨日、２１日に延期

しての実施となりました。資料には記載されていませんが、児童生徒が１１名、保護者

４名、学生アシスタント６名、学校関係者等が８名参加しました。 

 キャンプへ参加した児童生徒からは、「・はじめは緊張していたが時間が経つにつれ

緊張がなくなりました。・学生アシスタントと先生方がみんな優しく話しやすくて楽し

い３日間でした。・去年は口数が少なくほとんど話すことができなかったけれども、今
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年はたくさんの人と関わり、話すことができたのでよかった。・不安だったけれども、

アシスタントがフォローしてくれたので、楽しく過ごせた。・３日間の体験を生かし、

つらいときも何とか乗り越えて頑張ろうと思う。」などの感想が寄せられました。 

 現在、この事業の成果と課題を総括しているところであり、次年度以降さらに実りの

ある事業にしてまいりたいと考えています。 

 以上でございます。 

 

【教育長】 

 ただいま報告がありましたが、何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 小島委員。 

 

【小島委員】 

 学生アシスタントについてお尋ねします。応募の中から選出したボランティア学生と

いうことでしたが、応募者のほうが今回参加していただいた方より多いと思うので、応

募者数と、どのような基準で選出したか教えてもらえればと思います。 

 

【教育長】 

 青少年センター所長補佐。 

 

【青少年センター所長補佐】 

 アシスタントの申込者数は８大学から２０名の申込みがありました。申込書に志願理

由等を書いていただいて、その中で、所内で選考して決めました。 

 

【教育長】 

 そのほかございますでしょうか。 

 私もほうから１点だけお伺いしたいんですけれども、私も見学させていただいたんで

すが、本当に子どもたち楽しそうに、フォークダンスを踊っていましたけれども、帰っ

てきてから、その後の様子で何か分かっていること、どういう状況かということが、分

かる範囲で教えていただければと思います。 

 青少年センター所長補佐。 

 

【青少年センター所長補佐】 

 「ふりかえりの会」に参加した児童生徒は、学校の先生も来ていただいたので、普段

見ることのない先生方、担任の先生や主任の先生などと笑顔で接している様子がありま

したので、学校とのつながりが変わっていくのかなと考えております。 
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【教育長】 

 ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 続きまして、報告事項（２）から（８）につきましては、定例の報告事項であります

ため、説明を省略したいと思います。 

 何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 続きまして、報告事項（９）その他で何か報告したいことがある方は報告願います。 

 よろしいですか。 

 それでは、続きまして、先ほど非公開と決しました議案第３５号の審議に入りますの

で、傍聴人及び関係職員以外の職員はご退席願います。 

 

（傍聴人及び関係職員以外の職員退席） 

 

【教育長】 

 それでは、議案第３５号について、教育総務課、説明を願います。 

 教育総務課長。 

 

【教育長】 

 議案第３５号「令和５年度船橋市教育功労表彰について」は、教育総務課長から説明 

後、審議に入り、全員異議無く原案どおり可決された。 

 

【教育長】 

 本日予定しておりました議案等の審議を終了いたします。 

 これで教育委員会会議９月定例会を閉会いたします。 

 どうもありがとうございました。 

 

午後２時１６分閉会 


